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   北本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中第８１号を第８４号とし、第３０号から第８０号まで

を３号ずつ繰り下げ、同項第２９号ア (ウ)の表中「３１，０００円」を

「１９，０００円」に改め、同号イ中「（ア）から（エ）まで」を

「（ア）から（オ）まで」に改め、同号イ (ウ)中「１１１，０００円」

を「次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる額」に改め、同号イ (ウ)に次の表を加える。 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル以内 １１１，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メートル

以内 

１４５，０００円 

 第２条第１項第２９号イ (エ)中「非住宅建築物」の次に「（（オ）に

掲げるものを除く。）」を加え、同号イ (エ)の表中「４１２，０００円」

を「３１７，０００円」に改め、同号イに次のように加える。 

   (オ) 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建



築物で、モデル建物法により評価したもの 次の表の左欄に掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル以内 ９１，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メ

ートル以内 

１１８，０００円 

 第２条第１項第２９号を同項第３２号とし、同項第２８号ア (イ)の表

中「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、同号ア (ウ)の表

中「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、「３１，０００

円」を「１９，０００円」に改め、同号イ (ア)の表及び (イ)の表中「以上」

の次に「５００平方メートル以内」を加え、同号ウ中「ロ（２）」の次

に「又は同号イ（３）及びロ（３）」を加え、同号ウ (ア)の表及び (イ)の

表中「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、同号エの表中

「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、「４３２，０００

円」を「３３４，０００円」に改め、同号オの表中「以上」の次に「５

００平方メートル以内」を加え、「１７１，０００円」を「１３０，０

００円」に改め、同号を同項第３１号とし、同項第２７号を同項第３０

号とし、同項第２６号中「（平成２７年法律第５３号）」を削り、同号

ア (イ)の表中「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、同号

ア (ウ)の表中「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、「３

１，０００円」を「１９，０００円」に改め、同号イ中「（平成２８年

経済産業省・国土交通省令第１号）」を削り、同号イ (ア)の表及び (イ)の

表中「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、同号ウの表中

「以上」の次に「５００平方メートル以内」を加え、「４３２，０００

円」を「３３４，０００円」に改め、同号エの表中「以上」の次に「５

００平方メートル以内」を加え、「１７１，０００円」を「１３０，０

００円」に改め、同号を同項第２９号とし、同項第２５号の次に次の３

号を加える。 

 (２６)  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年

法律第５３号）第１２条第１項又は第１３条第２項の規定に基づく



建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 建築物

エネルギー消費性能適合性の判定申請手数料 申請１件につき次の

アからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該アからウま

でに定める額 

  ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３

項に規定する他の建築物について、同法第３５条第１項の認定を

受けたことを示す書類が提出された場合 次の表の左欄に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １１，０００円 

３００平方メートル以上５００平方メート

ル以内 

１９，０００円 

  イ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）

第１条第１項第１号イに定める基準に適合するとき 次の表の左

欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ２６７，０００円 

３００平方メートル以上５００平方メート

ル以内 

３３４，０００円 

  ウ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適合する

とき 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １０２，０００円 

３００平方メートル以上５００平方メート

ル以内 

１３０，０００円 

 (２７) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第２項



又は第１３条第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合

性判定の申請に対する審査 建築物エネルギー消費性能確保計画の

変更に伴う建築物エネルギー消費性能適合性の判定申請手数料 申

請１件につき次のア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該ア及びイに定める額を合算して得た額 

  ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３

項に規定する他の建築物について、同法第３６条第１項の認定を

受けたことを示す書類が提出された場合 前号アに定める額に２

分の１を乗じて得た額 

  イ 前号イ又はウに規定する場合 前号イ又はウに規定する場合の

区分に応じ、それぞれ当該イ又はウに規定する額に２分の１を乗

じて得た額を合算して得た額 

 (２８) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第５号）第１１条の規定に基づく軽微な変更に

該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 建築物

エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書の交付申請手数料

■申請１件につき次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該アからウまでに定める額 

  ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３

項に規定する他の建築物について、同法第３５条第１項の認定又

は同法第３６条第１項の変更の認定を受けたことを示す書類が提

出された場合 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ５，５００円 

３００平方メートル以上５００平方メー

トル以内 

９，５００円 

  イ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号イに定める基準に適合する

とき 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる額 



床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １３３，５００円 

３００平方メートル以上５００平方メー

トル以内 

１６７，０００円 

  ウ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適合する

とき 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ５１，０００円 

３００平方メートル以上５００平方メー

トル以内 

６５，０００円 

 第２条第２項中「前項第３６号」を「前項第３９号」に改め、同条第

３項中「第１項第３８号」を「第１項第４１号」に改め、同条第４項中

「第１項第５２号」を「第１項第５５号」に改める。 

 第３条第１項中「前条第１項第５２号」を「前条第１項第５５号」に

改める。 

 第５条第４項中「第２条第１項第３６号及び第３８号」を「第２条第

１項第３９号及び第４１号」に改め、同条第５項中「第２条第１項第３

６号及び第３８号」を「第２条第１項第３９号及び第４１号」に改め、

同条第７項中「建築基準法」の次に「及び建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律」を加え、同条第８項中「第２条第１項第５３号か

ら第８１号まで」を「第２条第１項第５６号から第８４号まで」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


